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安城市障害者福祉計画策定業務仕様書 

 

１ 業務名  

安城市障害者福祉計画策定業務 

なお、「障害者基本法」第１１条第３項に規定する「市町村障害者計画」、「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第８８条第１項に規定する

「市町村障害福祉計画」、「児童福祉法」第３３条の２０第１項に規定する「市町村障

害児福祉計画」を総称して「市町村障害者計画等」と言い、安城市におけるこれらの

計画を総称して「安城市障害者福祉計画」と言う。 

２ 業務場所 

安城市役所ほか、受注者所在地 

３ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月２５日まで 

４ 業務の目的 

本業務は、現行の「第５次安城市障害者計画」、「第７期安城市障害福祉計画」及び

「第３期安城市障害児福祉計画」（以下「現行三計画」という。）の達成状況を把握し

た上で、障害福祉に係る関係法や制度の改正、障害者を取り巻く環境の変化を勘案

し、今後の本市の障害福祉施策の基本的方針、総合的かつ効果的な施策の推進及び障

害福祉サービス等の目標量、成果目標並びにサービスの見込量とその確保策を定める

ための新たな計画（「第６次安城市障害者計画」、「第８期安城市障害福祉計画」及び

「第４期安城市障害児福祉計画」）の策定を目的とする。 

５ 計画期間 

（１）第６次安城市障害者計画 令和９年度から令和１４年度 

（２）第８期安城市障害福祉計画 令和９年度から令和１１年度 

（３）第４期安城市障害児福祉計画 令和９年度から令和１１年度 

６ 法令等の遵守 

本仕様書のほか、次の関係計画及び規則等諸法令等を熟知、遵守するとともに、策

定業務に反映しなければならない。 

（１）国の障害者基本計画 

（２）厚生労働省告示「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確

保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）」 

（３）県の障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画 

（４）安城市総合計画 

（５）安城市地域福祉計画 

（６）あんジョイプラン 

（７）安城市こども計画 

（８）健康日本２１安城計画 

（９）障害者基本法 
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（１０）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（１１）児童福祉法 

（１２）その他関係法令、計画等 

７ 受注者の義務 

受注者は、策定業務の遂行にあたっては、次の事項に留意しなければならない。 

（１）業務において知り得た秘密は、他に漏らさないこと。また、中立性を厳守しな

ければならない。 

（２）定められた期間に策定業務が完了するように作業の円滑化に努める。 

（３）策定業務の実施にあたり、契約書、仕様書、及び発注者の指示に従い策定の意

図、目的を十分理解したうえで、最高の技術を発揮すること。 

（４）業務の契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させてはなら

ない。ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。 

８ 主任技術者 

（１）受注者は、策定業務における主任技術者を定め、遅滞なく発注者に通知するも

のとする。 

（２）主任技術者は、契約に基づき策定業務に関する技術上の一切の事項を処理する

ものとする。 

（３）主任技術者は、策定業務の履行にあたり技術上の管理を行うに必要な能力と経

験を有する技術者でなければならない。 

（４）受注者は、同時に受注している他契約の作業量も考慮し、本契約業務に支障の

ないよう主任技術者を選任すること。 

（５）受注者は、主任技術者が、退職、長期欠勤等により、請負業務の遂行に支障を

きたすおそれがあるとき、その他主任技術者を交替させる必要が生じたときは、

直ちに他の技術者を主任技術者として前４項に基づき選任し、発注者に対し書面

により通知するものとする。 

９ 提出書類 

受注者は、策定業務の着手及び完了にあたって、「安城市委託契約約款」に定める

もののほか、次の書類を提出し承認を受けるものとする。 

（１）業務着手届 

（２）主任技術者等選任届（経歴付記） 

（３）工程表 

（４）業務完了届け及び納品書 

（５）その他必要書類 

１０ 資料の貸与及び返却 

発注者は、策定業務遂行の上で必要となるデータ及びその他関係資料を受注者に貸

与するものとする。 

１１ 委託業務内容等 

（１）全般 
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ア 受注者は、策定業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と密接な連絡を取

り、策定業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、重要な事項はその内容に

ついて記録し、相互に確認しなければならない。 

イ 策定業務の着手時及び作業の区切りにおいて、発注者と受注者は打ち合わせを

行うものとし、受注者はその結果について記録し、打合せ終了後１週間以内に発

注者に打合せ記録簿、会議録及び課題整理簿を提出し確認を受けなければならな

い。 

（２）令和７年度・令和８年度に共通する業務 

  ア 策定委員会等業務支援 

策定業務に当たって、発注者が設置する次の策定組織等（以下「策定委員会

等」という。）に１名以上出席し、会議資料提供、議事録作成、オブザーバーと

しての資料説明等の支援を行う。 

なお、議題、運営方法、出席方法等については、発注者と別途協議するものと

する（策定委員会等ごとの開催回数は目安であるため、会議の進捗状況により、

回数を変更する可能性がある。）。 

（ア）安城市障害者福祉計画策定委員会 

ａ 受注者は、市長から委嘱を受けた委員１７名で構成される策定委員会に関

し、策定委員会への企画・立案、資料作成等の準備及び会議当日の運営を実

施するとともに、的確な情報提供や助言、意見・提案聴取等を行い計画に反

映させる。 

ｂ 策定委員会の資料作成等に係る事務的な経費については、受注者がこれを

負担する。 

ｃ 会議の開催回数は６回程度（令和７年度は１回程度、令和８年度は５回程

度）とする。 

ｄ 出席方法は対面を原則とするが、発注者との事前の協議により、インター

ネット回線を使用した方法によるウェブ会議形式とすることができる。 

（イ）幹事会 

ａ 受注者は、市職員役職者等で構成する幹事会の企画・立案、資料作成等の

準備及び会議当日の運営を実施するとともに、的確な情報提供や助言等、日

常の活動を支援する。 

ｂ 幹事会等の資料作成等に係る事務的な経費については、受注者がこれを負

担する。 

ｃ 会議の開催回数は６回程度（令和７年度は１回程度、令和８年度は５回程

度）とする。 

ｄ 出席方法は対面を原則とするが、発注者との事前の協議により、インター

ネット回線を使用した方法によるウェブ会議形式とすることができる。 

（ウ）作業部会 

ａ 受注者は、市職員等で構成する作業部会の企画・立案、資料作成等の準備
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及び会議当日の運営を実施するとともに、的確な情報提供や助言等、日常の

活動を支援する。 

ｂ 作業部会等の資料作成等に係る事務的な経費については、受注者がこれを

負担する。 

ｃ 会議の開催回数は９回程度（令和７年度は２回程度、令和８年度は７回程

度）とする。 

ｄ 出席方法は対面を原則とするが、発注者との事前の協議により、インター

ネット回線を使用した方法によるウェブ会議形式とすることができる。 

（エ）関係団体等懇話会等 

ａ 受注者は、障害者団体、学校、事業所等で構成する関係団体等懇話会、障

害当事者で構成するグループの会議等の企画・立案、資料作成等の準備及び

会議当日の運営を実施するとともに、的確な情報提供や助言、意見・提案聴

取等を行い計画に反映させる。 

ｂ 懇話会等の資料作成等に係る事務的な経費については、受注者がこれを負

担する。 

ｃ 会議の開催回数は４回程度（令和７年度は２回程度、令和８年度は２回程

度）とする。 

ｄ 出席方法は全て対面とする。 

（オ）自立支援協議会共生のまち部会 

ａ 受注者は、福祉、医療、雇用、教育等の関係者及び障害者を代表する者か

ら構成する自立支援協議会へ参加し、的確な意見・提案聴取等を行い計画に

反映させる。 

ｂ 会議の回数は４回程度（令和７年度は１回程度、令和８年度は３回程度）

とする。 

ｃ 出席方法は対面を原則とするが、発注者との事前の協議により、インター

ネット回線を使用した方法によるウェブ会議形式とすることができる。 

イ 意見聴取 

発注者の要請により関係団体、事業者等を対象にヒアリング調査を実施すると

ともに、パブリックコメント制度を活用し、幅広く市民の意見及び情報を反映さ

せること。 

なお、受注者は、ヒアリング調査及び市が行うパブリックコメント手続きの支

援を行うものとする。 

（３）令和７年度の業務 

ア 安城市障害者福祉計画基本調査（アンケート調査）等の実施 

（ア）受注者は、業務に先立ち、調査に必要な基礎資料の整理・分析及び安城市

の概要や上位・並行関連計画の状況の研究を行う。 

（イ）現行三計画の目標達成状況の検証や今回策定する安城市障害者福祉計画の

目標設定のため、市民を対象とした障害者福祉に関するアンケート調査（以
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下「調査」という。）を行う。 

（ウ）調査対象区分は、原則、次のとおりとし、配布数は前回実績を参考とし、

適切に設定すること。ただし、社会情勢の変化、国の動向、現在の本市の状

況等を勘案して、必要に応じて変更することができる。 

   なお、ｇについては新規区分であるため、前回実績はないが、今回の調査

において適切な配布数を設定して実施すること。 

ａ １８歳以上の身体障害者手帳所持者（前回実績：１，０００票） 

ｂ １８歳以上の療育手帳所持者（前回実績：４００票） 

ｃ １８歳以上の精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神 

通院）所持者（前回実績：５００票） 

ｄ １８歳以上の特定医療費（指定難病）受給者証所持者（前回実績：２０

０票） 

ｅ １８歳未満の障害者手帳所持児童の保護者又は障害児支援サービス利用児

童の保護者（前 回実績：５００票） 

ｆ １８歳以上の一般市民（前回実績：１，４００票） 

  ｇ １８歳未満の一般市民（前回なし） 

（エ）調査を実施するにあたっては、受注者は次の点に留意して行うこととする 

ａ 調査票の作成にあたっては、現行三計画策定時のアンケート調査や本市

の現状と問題点、その改善に係る考えや意見を反映させた上で、本市の実

状に即した設問案及び対象区分を提示すること。 

ｂ 発注者が必要とする場合には、策定委員会等で設問作成根拠の資料提示

と説明を行うこと。また、策定委員会等で受けた指導、助言、提案を踏まえ

て調査票等の修正を行うこと。 

ｃ 調査票はユニバーサルデザインの観点から、見やすく答えやすいものとす

るため、ＵＤ書体の使用、設問の間隔、文字の大きさ、配色等に配慮するこ

と。 

ｄ １８歳未満の一般市民に対する調査について、該当者の年齢を考慮し、調

査票の回答方法等調査の手法及び理解しやすい設問、レイアウトとなるよう

留意し、適切に実施すること。 

（オ）調査対象者の抽出、調査票送付及び回収については、次のとおり行うものと

する。 

ａ 調査票等の印刷 

受注者は、調査票、依頼状、送付用封筒、返信用封筒、未回答者への督促

兼お礼状その他調査業務に必要な部数を印刷する。なお、印刷レイアウト等

については、発注者と事前に協議の上、決定すること。 

ｂ 調査票の納品 

  受注者は、作成した調査票等を発注者の指示する場所及び期日までに納品

する。 
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ｃ 調査票等の発送・収受 

調査票等の発送は、調査対象者の宛名ラベル及び名簿を作成し、発注者が

行う。調査票等の収受は、受領先が発注者となるよう返信用封筒の宛名を作

成する。 

ｄ 調査票及び督促兼お礼状の発送に係る郵送代は、発注者が負担する。 

ｅ 調査票の収受（返信用の料金受取人払に係る送付費用のこと）に係る郵送 

代は受注者が負担する。 

   ｆ 調査票は、用紙の他、インターネット回線を使用した回答（以下「ウェブ

回答」という。）が可能となるよう、専用のウェブ回答用フォームを作成し、

該当ページの二次元コードを調査票又は依頼状に印字すること。なお、対象

者が用紙又はウェブ回答のいずれかの方法回答した場合において、もう一方

について重複した回答が集計されないよう、管理番号等を用いて適切に管

理・集計すること。 

   ｇ 調査票及び依頼状は、その内容について音声による読み上げができるよ

う、音声化並びに発注者が指定する規格の二次元コードの印字及び切り欠き

加工をすること。 

   ｈ 発注者が指定する約１０通の対象者の発送用封筒には、点字で「障害福祉

課」と記載するとともに、同対象者へのアンケート依頼文（Ａ４判２ページ

程度）を点字で作成して封入すること。 

イ アンケート調査の集計・分析 

（ア）受注者は、回収された調査票をチェックし、データの入力、集計整理、分析

等を行うとともに、記述式で記入されている自由意見について、とりまとめた

調査報告書を作成する。分析する際、各調査項目に対して、性別や年齢などの

属性項目、その他の調査項目のクロス分析や指標化を総合的に行うとともに、

現行三計画での調査結果との比較検討の上、表やグラフを用いた整理を行い、

計画策定及び事業運営の基礎資料としての有効な活用が図られるよう工夫す

る。詳細については発注者と協議の上決定する。 

（イ）受注者は、調査集計結果の分析をふまえ、分析結果、結論と課題及び課題に

対する考察を行った課題報告書を別途作成して（ア）に添付し、発注者に提出

する。項数、レイアウト等は別途協議する。なお、誤りが認められた場合は、

速やかに受注者が訂正し、その作業にかかる費用は受注者負担とする。 

（ウ）提出期限 

令和８年３月２５日（水） 

（エ）成果物 

   次の成果品一式を CD-ROM又は DVD-ROMに記録して納品すること。なお、記録

されるファイルはマイクロソフト Word、Excel、Power-Point形式、又は Adobe

社の PDF形式のファイルであること。 

ａ アンケート結果調査報告書（データ納品） １式 
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ｂ 調査報告書概要版（データ納品） １式 

ｃ アンケート結果調査報告書から分析する課題報告書（データ納品） １式 

ｄ 調査集計表（データ納品） １式 

（オ）提出場所 

安城市役所 障害福祉課 障害福祉係 

ウ 量の見込みの算出 

受注者は、国が示す指針や基準に基づき、国または県への報告ができるよう、障

害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援、障害児通所支援及び障害児相談支援

の「量の見込み」、「確保方法」等の検討を行う。 

（４）令和８年度の業務 

ア 現状把握と課題整理 

受注者は、上位・並行関連計画の整理、アンケート調査結果や、策定委員会

等の各会議の結果から現状の課題抽出やニーズの把握を行う。 

イ 安城市障害者福祉計画の素案の作成 

（ア）現状把握、各種計画、指針等との整合 

受注者は、現行三計画の評価結果及びアンケート調査結果を踏まえ、また、

本市を取り巻く社会経済情勢、地域の特性、障害者の状況などを的確にとらえ

るとともに、障害者福祉に関連する種々の制度・対策・計画との整合性を保っ

た障害者福祉計画を策定する。 

（イ）基本理念等の設定 

計画の目的や視点、基本理念、位置付け、期間及び基本目標について設定を

行う。 

（ウ）基本方針の決定 

現状把握と課題整理、現行三計画の検証を踏まえ、計画を策定するにあたっ

ての基本方針の設定を行う。 

（エ）検討事項の体系化と施策の構築 

策定委員会等での検討事項を体系化し、計画の骨子に沿って施策の構築を行

い、計画書の案文を発注者及び各策定組織に提示する。施策の構築にあたって

は、国の示す指針を考慮するとともに、国の最新動向も把握すること。 

（オ）評価指標（数値目標）の検討・決定を行う。 

（カ）上記で検討された内容について十分精査し、発注者と綿密に協議した上

で、計画の素案として取りまとめを行い、計画書の内容について編集を行

う。 

（キ）計画のパブリックコメントの実施のために必要な資料の提供及びデータの

提供等、発注者へ支援を行うとともに、その対応策についても検討を行う。 

（ク）上記の過程で、市民の意見の反映させるため、策定委員会等をどのように

活用していくのか提案する。 

ウ 計画書等の作成 
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（ア）受注者は、以下のとおり計画書等（以下「成果品」という。）を作成し、発

注者へ提出する。図表、グラフ、写真などを活用し、レイアウトに工夫を凝ら

し、解りやすく読みやすい誌面とするよう工夫すること。 

なお、誤りが認められた場合は、速やかに受注者において訂正を行い、その

作業にかかる費用は受注者負担とする。また、成果品は、すべて発注者の所有

とし、発注者の承認を得ずに他に公表、貸与及び使用等をしてはならない。 

（イ）提出期限 

令和９年３月２５日（木） 

（ウ）成果品 

ａ 安城市障害者福祉計画書 Ａ４判  １００部 

１５０ページ程度（表装カラー、モノクロ製本） 

    ※計画書は第６次安城市障害者計画、第８期安城市障害福祉計画、第４期 

     安城市障害児福祉計画を１冊の冊子にまとめること。 

ｂ 安城市障害者福祉計画書概要版 Ａ４判 ５００部 

８ページ程度（カラー製本） 

  ※概要版には視覚障害のある人に向けた音声読み上げ機器用「音声コード」 

   の掲載と、音声コードを示す切り欠き加工を行うこと。 

ｃ 上記（計画書及び概要版）のＰＤＦファイル（音声読み上げ対応）を記録

した CD-ROM又は DVD-ROM  １式 

ｄ その他発注者が指示する資料（市公式ウェブサイト掲載用の資料含） １式 

（エ）提出場所 

安城市役所 障害福祉課 障害福祉係 

１２ 契約代金の支払 

各業務完了後、受注者は成果品及びその他の関係資料等を整え、年度毎に検査を

行うものとし、検査に合格したときは、契約代金を受注者からの請求により年度毎

に支払うものとする。 

１３ 契約約款 

本業務の契約については、「安城市委託契約約款」に準拠する。ただし、（契約代

金の支払）第３２条については、本仕様書の記載内容を優先する。 

 

１４ 手直し 

策定業務完了後、受注者の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見さ

れた場合は、速やかに訂正補足その他の必要な措置を講ずるものとし、その作業に

掛かる費用は一切受注者の負担とする。 


